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    午前９時３４分開会 

○委員長（大中 宏君） どなたもおはようございます。大変お忙しい中でご苦労で

ございます。只今より議会運営委員会を開催したいと思います。ご存知のように今

まで昨年の９月から議長より諮問受けました３件の件についていろいろ協議を重ね

て参りましたが、前回の協議の最後に申し上げましたが、この件につきましては９

月の議会運営委員会で結論を出したいというふうな形で皆様方に会派に持ち帰って

いろいろご協議して頂くとその上で今日出席を頂くと言うことでお約束してお別れ

をしたと思います。かなり３件とも話が煮詰まって来ておりますのでそろそろここ

らで結論出していけたらというふうに思いますので皆様方のご審議、ご協力の程よ

ろしくお願いいたします。 

議長さん何かございましたら。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。よろしくお願いします。 

○委員長（大中 宏君） それでは早速協議事項に入らせて頂きます。まず議員の費

用弁償というのが最初に上がってますけど最初の議員定数については前回の議会運

営委員会で１８名にすることに決定したと言う委員長報告も本会議でしております

ので、この件についてはもう既に解決済みと言う形で取り組ませて頂きます。よっ

てきょうは第１番目の項として議員の費用弁償、いわゆる日額２，６００円、今ま

で事務局から話がありましたように２０年度予算ではこれについては４０万の支出

をしておると言うことでまた委員会出席についてもごく一部の者に限られておると

言うことでこの件についても過去４回の協議の中で皆様方では最初は費用弁償すべ

きではないかといわゆる日当でなくて旅費の実費を支給すべきではないかと言う意

見が大変多かったんですけど、回を重ねるごとにだんだん次の件にも関係しますけ

ど報酬の二重取りになるのではないかと言うようないろんな形の考え方もありまし

て、次第に頂くべきじゃないとはっきり全廃すべきじゃないかという意見にだんだ

ん傾いてきております。回を重ねるごとにいろいろ変わってきておるんですけどこ

の件について皆様方の会派でいろいろご協議されたことと思いますのでそれぞれ会

派で決まったことを発表して頂きたいと思いますけど、どなたでも結構ですからよ

ろしくお願いいたします。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） この問題ですけど議員の費用弁償、これは議運でやるべきこ

とではないではないかと、議運は議会運営を円滑にするため議案とか陳情とか会議
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の日程とか決めることであって、ここで討議することではないのではないかと、全

協でやるべきことではないかということなんですが、議長の試問を受けたらここで

やらなければいけないのでしょうか。（発言する者あり） 

○委員長（大中 宏君） これは、三好委員これですね議長からの諮問を受けて議会

は議会運営といって広く全般的について話をすることですから、ですから特別委員

会を作れば特別委員会で、この分は一応ここで議運できょう結論出て決定したとし

ますか、そういうことになると今度はこれを会派に持ち帰って報告して頂いて会派

代表者会議で諮って、それから今度全員協議会で諮って、そこで決定されたら今度

は正式に議長に対してこういうふうに決まりましたよと言うことを報告するわけで

すよね、それによって今度本会議に上程されて可決されるという格好になりますか

ら一応全員には全員協議会等の形でもそういう順番を踏んで行くような形になりま

すので、三好委員が言われたことは別に心配されるようなことはありません。 

○委員（三好睦子君） 会派で意見と言うことですが、私たちは意見がまとまってい

ないので、私の意見はありますけど会派で協議しておりません。 

○委員長（大中 宏君） ほかにどなたかありませんか。各会派ごとの今まで発表さ

れた意見はだいたい一覧表は書いてあるんですけどだいたい３月の委員会ではほと

んどが二重取りになるんでという懸念があるとくどいくらい事務局長も係長も同じ

資料を２回も３回も説明しちょってですいね。十分これについては１の項、２の項

についてはも皆さん方の頭の中には十分入っておるし資料もたくさん出ておると思

います。きょうは事務局のご親切で一覧表なりをこしらえて頂いたんですけど、こ

ういうふうな形のものがたくさん出てます。県下の状況を見ても支給してないと１

３市のうちで今現在はどういうふうになってるかわかりませんけど旅費として支給

するというのが４市で支給しないのが７市と、美祢と山陽小野田が支給をしている

と言う状況であったというのは皆さん方ご存知のことと思いますけどそういうふう

に県下の情勢も次第に支給しないと、あるいは前々回の時に話をしたと思いますけ

ど広島市やほかのところでいわゆる報酬の二重取りという形で持って新聞報道され

てかなり騒がれたと言うことでこの件についてもやはりそういうことになれば旅費

日当に費用弁償についてはこれは支給しない方法でやっていったほうがいいんじゃ

ないかと言う形でだいたいこの前の委員会ではほぼ話が煮詰まったような気がしま

す。はい、副委員長。 
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○副委員長（柴崎修一郎君） 新政会としては、いろいろ打ち合わせしましたけど費

用弁償は旅費、交通費とか支給するという案もありましたけど、なしにしたほうが

すっきりしていいのではないかと言うことで結果としてはまとまっております。 

○委員長（大中 宏君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 公明党としても今回の総合審議会調査結果から見ても費用弁

償に関しては議員歳費の二重取りという市民の皆さんの調査結果もありまして、私

も支援者並びに一般市民の方といろいろ話してやっぱしそういう目線で見られてお

られまして各会派言われていますけれども私はこの費用弁償については廃止してす

っきりした形で市民の皆様にお示しすることが大切ではないかと思っております。

これ以上審議しても同じことを繰り返す形になりますので、公明党としては今後こ

の費用弁償に対してはもう廃止と言うことで一貫しておりますのでよろしくお願い

します。 

○委員長（大中 宏君） ほかに、はい、原田委員。 

○委員（原田 茂君） だいぶん前のことでかなり記憶が薄れておるんですが、私ど

もの会派は当初は旅費程度はどうかと言うようなことを言ったと思いますが、各会

派、公明党さん当たりもこれ支給なしがいいんじゃないかと言われますので、支給

なしでいいんじゃないかと思います。  

○委員（村上健二君） あなたの会派がそれでええと言うんじゃったらうちも支給な

しで結構です。 

○委員長（大中 宏君） 佐々木委員お願いします。 

○委員（佐々木隆義君） 開政会は会長が大中委員長ですので、変わって私のほうか

ら支給しない。簡単に申し上げます。（発言する者あり） 

○委員長（大中 宏君） 始まったばかりで大変申し訳ないんですが、政和会の山本

委員がこられるまで休憩したいと思いますけどいかがでございますか。時間は確定

できませんけど山本委員が到着され次第再会すると言うことでご了解頂きたいと思

います。しばらくの間休憩させて頂きます。すいません。誠に申し訳ございませ

ん。 

午前 ９時４５分休憩 

 

午前１０時３５分再開 
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○委員長（大中 宏君） 大変お待たせしました。それでは会議を再開いたします。

早速１の議題に入る前に三好委員から発言がありますので、どうぞ。 

○委員（三好睦子君） 先程私が冒頭に発言いたしましたことにつきまして、私の勘

違いでした。 

○委員長（大中 宏君） はいわかりました。それでは早速本題に入らせて頂きます

けど、休憩前に引き続きまして１の議員の費用弁償、旅費・日当という形で条例の

中には入っておりますけどこの件についてまだ山本委員のほうからの会派の意見を

聞いておりませんので山本委員のほうからすみませんこの件について会派のまとま

ったことについて発表頂けたらと思いますけど。 

○委員（山本昌二君） 以前にも申しましたように皆さんの各会派といいますか、こ

の委員会の動向に賛同すると言うことで特別こここうというのは意見は出ておりま

せん。以上です。 

○委員長（大中 宏君） はい、わかりました。そうする三好委員のとこだけが、意

見が分かれて統一されてないと言うことですか。この件についてはどうですか。こ

の件はいいんですよ、議員定数だけで、この１の議員の費用弁償については意見が

統一されてます。（発言する者あり）はい、わかりました。冒頭申し上げました

が、いわゆるこれは議会運営委員会で決定をすると言うことではありません。これ

はあくまでも最終的には議長に答申をして、本会議に諮られて初めて決定されると

いうことですからその点については誤解のないようにして頂きたいと思います。１

の議員の費用弁償に関する件については共産党を除いて各会派とも廃止と言うこと

になりますのでこの件については廃止と言うことの大多数の意見であったと言うこ

とで議長のほうに答申をしたいというふうに思いますので、それについてよろしゅ

うございます。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大中 宏君） はい、そのようにさせて頂きます。 

次に２番目の議員が兼職となる委員の報酬についての件をお諮りいたします。お

手元に大きな一覧表が出ております。これに現在各議員が就任をしております明細

が書いてあります。この中ではいわゆる法に定められた者が一番上の監査委員と青

少年問題の協議会、これが法で定められておる参加しなければならないという形に

なります。それから番号の７番目に美祢市萩市競艇組合議員これは広域組合の関係
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でこれは議員が議長が参加するという形に既定をされております。それからずーと

下に行きまして法と書いて議員で民生委員の推薦委員会これと美祢市にはありませ

んけど都市計画審議会委員、これについても法で定められておりますのでこれだけ

はどうしても議会として委員会にはつかなければならないという決まりになってお

ります。ですからそれ以外のものについては今までの皆さん方の協議の結果は現在

就任している各委員会については任期満了まではこのままでいくと、新しく就任す

る場合には再度協議をすると言う形になっております。これ全部きちんとここで決

めると言うことになるとこの条例各承認してあります条例を全部改正をしていく必

要もあります。中には学識経験者という形で表現されてるものもありますし、どう

しても議会からは出て頂きたいというふうなものもあります。そういうふうな色分

けをしてきちんと最終的にはしなければいけないと思いますけど基本的には今まで

の皆さん方の話し合いでは法廷に定められたものの以外は就任をしないと言う基本

方針のほうの意見が多数であったと思います。この件についても前回も会派で持ち

帰って頂いて十分に協議して頂期待と言うことになっておりますのでそれぞれ会派

代表者の皆さん方からこれについての各会派の意見をお聞かせ頂たいと思いますけ

ど、どなたからでも結構です。お願いいたします。ございませんか。これは議員が

兼職になるになる委員の報酬については活動が重複する部分もかなりあるというこ

とで議員の報酬の二重取りになるんじゃないかと言うことが盛んに言われておりま

す。これは各委員会に就任してもこれは議員活動の一部であるんじゃないかと言う

のでその点を考えて行けば出来るだけこれも極力就任しない、また就任を要請され

てもその委員会の委員長とかいうふうな重要なポストには出来るだけつかないよう

にというような、これは全国団体の事務局のほうからそういう指導もでておりま

す。それも皆さん方には前回、前々回でもいろんな中でお話し合い申し上げている

つもりではございますけど、そういう点を考慮すると今まで皆さん方が過去４回協

議頂いた中でこれに対しては先程言いましたようにやはり条例ごとに最終的には整

理していく必要があるとしかしながらやはりこれには先程言いましたように法で定

められている以外は極力、極力という言葉で申し訳ないんですけど就任をしないと

いう形でだいたい意見がそういうふうなのに傾いているんじゃないかというふうに

思いますけど再度皆さん方ここで確認をという意味でお聞きしたいと思うんですけ

ど。はい、岡山委員。 
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○委員（岡山 隆君） 今回のこういった議員が出席する審議会につきましてはだい

たい皆さんおおむね出席して歳費を頂くというのは基本的にはいただかなくてもい

いという考えであると思っております。そういうことで問題は今後この法制定の基

で議員が出なくてはならない審議会、またそれ以外にも重要な議員がいなければな

らない審議会いろいろ審議会ありますけどそういったところにしっかりと目配り気

配りいろいろ流れをチェックして行かなくてはならない重要な審議会もあります。

そういったところで出席することによって歳費頂いておりますけれどもこれについ

て出て皆さんは行きたいと必要なところは法制定の分はちゃんと出ますけれどもそ

れ以外のところも重要なとこが出てくるだけれども基本的には歳費頂かなくてもい

いんですけれどもどうしても頂くようなほかの方が関係で他者の委員の方の関係

上、議員も頂かなくてはいけないという形になっておりますからそこのところを議

員は頂けないようにそういうことが出来るようになれば一番簡潔でいいんじゃない

かと思っております。そういった形の頂かなければ寄付行為にもなるし条例で補足

として議員につきましては出席した審議会での報酬は頂けないという記載をすれば

いいのかそれでもまだ寄付行為という形になってしまうし、だからそこのところを

いろいろ他市でいい例があれば議員がこういった報酬を頂かなくても条例に違反し

ないような形であれば私はいいんじゃにかとそういう例があるかどうかそこのとこ

ろを議会事務局のほうで何かあればそういう方向で走っていけば何ら問題ではない

んじゃないかと思っておりますのでこの点について、どうでしょう。 

○委員長（大中 宏君） 事務局長。 

○事務局長（重村暢之君） はい、その件につきまして、昨年の１２月にもそういっ

たご質問が出まして、資料を配布いたしておりますが、その中で条例の規定方法と

しまして議会の議員が次の各号の１、２該当するときは当該兼ねる職として受ける

べき報酬は支給をしないと規定をしまして、支給しない職を列挙すれば足りると言

うことでございます。ということでそういったことは可能だと考えております。 

○委員長（大中 宏君） よろしゅうございます。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） そうであればそれが他市でも条例にそういったことを記載す

れば今後議員として出席する審議会にあって法制定、これは絶対出て行かなくては

ならない、それ以外でも非常に議員として出て行かなくてはならないそういった条

例の下にあっては今事務局長が言われたような形で条例に記載しておれば報酬を頂
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かなくても出席して発言が出来るんじゃないかと非常にそういう方向で私は走って

頂ければいいんじゃないかと思ってます。はい、以上です。 

○委員長（大中 宏君） 山本委員どうぞ。 

○委員（山本昌二君） もうずっとあれしておりまして、何ら異議はございません。

これは全部お渡ししてこちらのあれすると言うことで、結構ベテランの議員さんは

大変いいことという発言もございました。 

○委員長（大中 宏君） 村上委員どうです。（発言する者あり）報酬をもらうかも

らわないかはまだ（発言する者あり）はい、事務局長。 

○事務局長（重村暢之君） これもですね、前回議員の報酬についてと言うことで地

方財務事務提要から抜粋したものを持っておりますが、いわゆる議員の兼職の場合

の併給調整と条例への規定方法と言うことがありまして、ちょっと読み上げますと

議会の議員としての活動と他の非常勤特別職としての活動が重複することとなる場

合には報酬が重複されることのないよう何らかの調整措置を条例中にも設けておる

ことが可能であると解されております。（発言する者あり）例えばですね議会の議

員が監査委員を兼ねている場合は議員としてではなく監査委員として活動すること

が期待されていることであり議員としての活動と監査委員としての活動は重複しな

いと考えるべき、また議員の立場で（発言する者あり）議員の立場で執行機関と付

属機関を兼ねている場合は議会の議員として活動することが期待されている者であ

り議員としての活動と執行機関の付属機関としての活動は重複してると考えと言う

ことですね。その当たりで報酬とすれば議員報酬が当てられているんじゃないかと

思われます。（発言する者あり）別の職務であれば別々に出てるという状況だと思

いますけど。（発言する者あり）そういったことも含めて調べさせて頂きます。

（発言する者あり） 

○委員長（大中 宏君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） しっかりと他市の状況等を調べて頂きたいと、特に監査委員

に関しましては議会以外の日に監査とか臨時でいろいろ出たりして大変な状況あり

ますのでその辺については重複しないところもかなりありまして他市ではその辺に

ついてどのように対応してるか、そういった例をしっかり見ながら法制定での歳費

についてはちょとよう検討していかんにゃあいけん問題含めておると思いますの

で、これちょっと今後ともよう検討して行きたいと思っております。（発言する者
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あり） 

○委員長（大中 宏君） この各委員会に就任するしないは各それぞれによってこれ

２７と書いてありますけど実際は３０ぐらいあるんですけど、これについても一つ

一つ審議していかんにゃいけんと思っております。これについては出来るだけさっ

き言いましたように執行機関に属する関係についてはどうしても重複する恐れがあ

るので報酬については好ましくないというふうな報酬のほうですいね。委員に就任

するぶんについては、全部否定するわけではなしに一応法で定められている五つの

ぶんについてはこれは絶対就任しなくてはいけませんけど、（発言する者あり）五

つ以外は全部そういう形になるわけですいね。（発言する者あり）ちょっと事務局

のほうでさっき村上委員から言われました法廷で定められている委員会に出席する

場合の報酬を議員だけは別にすることが出来るかどうか、特に監査委員なんか問題

になると思いますけどこの点について事務局のほうで調べますのでその間ちょっと

休憩したいと思います。よろしゅうございますか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大中 宏君） それでは暫時休憩いたします。 

午前１０時５８分休憩 

 

午前１１時２２分再開 

○委員長（大中 宏君） それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。先程の

村上委員の質問に対して事務局のほうから資料も配られておりますのでこれについ

ての説明を求めます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君） 先程の村上委員さんのご質問の件で只今皆様のお手元に

資料を配布しております。これにつきましては以前からいろいろ先程の質問も含め

ていろんな質問がありまして地方財務事務提要より抜粋をしてお配りしてるもので

ございます。先程の議員さんが重複をされてるというこの問題もなかなかとらえ方

によって違ってきますし、個別に一つずつチェックしていかないと難しい問題では

ないかと法的に必ず報酬がある監査委員とか議員報酬をもらって監査委員報酬もも

らうとかそういった報酬についてそれは落とすことが出来るかどうかとそういった

問題につきましてもなかなか今すぐお答えが出来ない状況でございますのでほかに

も青少年問題協議会委員これも法的なものですが、これにつきましても法に伴って
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議員でなければいけないのか議員としての職務なのかそういったことも含めてなか

なかすぐお答えが出来ない状況でございます。先程の資料に伴いましてこれから若

干時間もありますので一つずつ議員の皆さんに協議を頂きながらどの委員に入られ

るかこのあたりをご協議頂きたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（大中 宏君） はい、ありがとうございます。監査委員の報酬については

いわゆる非常勤職員の規定のところでいわゆる議会から出た監査委員というのは３

万５，０００円で識見から出た監査委員は７万９，０００円というそこで差額が既

に生じてるわけですね、ということになると私の考えですけどその差額分について

はいわゆる議員としての一部の活動であるからその分はカットされてるんじゃない

かというふうなことも考えられるわけです。若干規定の中にもそういうふうにはっ

きり差別と言うんですか区分して（発言する者あり）月額です。監査委員さんはそ

ういうふうにはっきり条例で区別されてます。その他の審議委員会については、そ

れぞれの調べてみないとわかりませんけど、この件については大変項目も３０項目

以上になりますし、それぞれどれが必要かどうかということを皆さん方お考えがあ

ると思います。ある程度はこれは議長の権限によってこういうものは是非とも市長

から諮問があればこれについては議員から選出してよかろうと言うような判断もし

て頂くというふうな方法もあると思います。いろいろあると思いますけどこれにつ

いては２８日に議員研修がありますねその時までに皆様方会派で十分協議をして頂

いてご出席頂きたいと思います。２８日までですね。この件についてはこれから問

題が多いので以上で置きたいと思います。それからこれからの流れについては皆さ

ん方のお手元に先程資料が配られました議会運営委員会から議長答申及び議員提出

議案の流れと言うことで事務局長のほうから説明させますのでよろしくお願いしま

す。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君） それではお手元に配布しておりますこのことにつきまし

て説明をいたします。この議運で決めて頂きました議員定数並びに議員の費用弁償

につきまして、この条例につきまして１２月議会に提出の予定でございます。つき

ましては、この９月２８日に会派代表者会議、それから議員全員協議会を開催いた

しまして議運の今回の議運の方針決定を報告をして了解が頂ければ議運の委員長名

で議長に答申をすると言うことでございます。それを受けまして１１月の下旬にい

わゆる議員定数、これにつきましての議員提出議案になろうかと思いますが、議員
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定数についての条例の制定、これと議員費用弁償の現行の条例の一部改正これにつ

きましての会派代表者会議、議員全員協議会を開催しましてこれまた議運に掛けま

して１２月定例会に議案として提出をすると言う運びになろうかと思います。それ

と一番下に議員が兼職となる委員の報酬について、これにつきまして、先程いろい

ろご協議頂きましたがこれにつきましてはまだ委員さんの任期が若干ありますので

一応お持ち帰りになりまして、会派の中で一つずつご協議をされまして、必要であ

るか必要でないかと言いますか、その当たりも協議頂きまして出来ましたら２８日

の会派代表者会議、この当たりにご意見を頂ければと思っております。この当たり

の条例の改正につきましては、１２月議会では間に合わないかと思いますので、ま

た３月なり６月なりそういった状況になろうかと思いますので、いずれにしまして

も出来るだけ早いうちにその方向性を決められればと考えております。以上でござ

います。 

○委員長（大中 宏君） これについて皆さん方から何かご質問なりご意見はありま

せんか。はい、布施委員。 

○委員（布施文子君） 必要であるか必要でないかという審議をするための資料のよ

うなものは整えて頂けるんですか。 

○委員長（大中 宏君） 事務局長。 

○事務局長（重村暢之君） 必要であればなかなか何と言いますか会派の中で出られ

ておられる審議会につきましては内容的にもよく把握できると思います。しかし入

られてない審議会とかはなかなか必要であるかどうかなかなかわかりづらいかと思

いますが、資料としてどういったものが会議の資料と言いますか、そういったもの

であるのかまたご相談があればこちらのほうで準備をさせて頂きたいと思います。

出来るだけ出られてる方が判断と言いますか一番みやすいと思いますけどその委員

さんになかなか全てを任せるのもまた難しいですしその当たりいろいろご相談があ

ればこちらのほうも担当課とかそういったところにも協議を持って行きたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

○委員長（大中 宏君） 布施委員よろしゅうございますか。（発言する者あり）一

つは条例を参考にする以外あまり資料はないと思いますね。実際に出てどういうふ

うな業務に当たっておられるかというのはさっき事務局長が言われたその人が一番

よく事情がわかると言うので実際に自分が出てあまり必要がないじゃないかと言う
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ような委員会もあると思います。これ大変たくさんありますので、これもし決める

となると一つ一つ詰めていかんやいけんと思いますので、ちょっとこれには時間が

かかると思いますので後日ゆっくり会派で協議して頂いてそれを纏めて全員協議会

でやるというふうな形にこれからも進めて行きたいと思います。議員定数と旅費・

日当の件については、議員定数は１８人、旅費・日当については全部廃止すると言

う形で個々の意見が大多数であったと言うことでそれぞれ会派なりに持ち帰ってご

報告頂きたいと思います。今の兼職となるについてはそれぞれ大変時間がかかると

思いますけどこれについても十分ご協議頂いて再程ありましたように２８日の全員

協議会までには一つ是非会派代表者会議がありますのでそれまでには代表者として

の意見が発表できるようにして頂きたいと思います。それではその他の件に入りま

すけど皆さん方のほうでご要望ございませんか。はい、荒山委員。 

○委員（荒山光広君） 報告と言いますか、きょう午後からＭＹＴあるいはケーブル

ビジョンに関する議員の勉強会がありますけどもその内容によっては総務企業委員

会を開くことになる場合がありますので、ちょっと報告しておきます。 

○委員長（大中 宏君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） もう１点、今後、新型のインフルエンザが今テレビ報道等で

今後広まっていくんじゃあないかと言われております。それぞれ美祢市役所に来て

ですね、いろいろ書類書いたりとか鉛筆とかですね、いろいろそういう形でですね

アルコールの消毒器等をですね、そういったところに設置して少しでもそういった

インフルエンザ対策をしていただくよう今後、対応していただきたいということを

要望しておきます。（発言する者あり） 

○委員長（大中 宏君） その他について皆様方大変申し訳ないんですけど、視察の

件ですね、いいですか。（発言する者あり） 

○委員（柴崎修一郎君） ちょっと待って、審議会これで全部かいね。まだ他にもな

いかいね。 

○委員長（大中 宏君） はい、これ網羅してあると思いますが、私が調べたのと

２、３抜けているのもあります。それは、別としてですね、もう一遍、きちんと条

例全部調べて最終的にきちんとしたものをですね、これにはきちんと書いてないで

すけど例えば条例第何号というような形を示せばですね、すぐ条例を引っ張り出し

てそれについての参考資料として使うことができますので、これちょっと条例の番



－13－ 

号書いてありませんからわかりにくいと思いますけど、そういう形にですね事務局

にきちんとして出してもらって、それから審議する、協議をしていただくという形

にしたいと思います。はい、事務局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） もう１点ですね、皆さんの机上に県下１２市町調査

集計表、地方自治法第１００条第１２項関係というものをお配りしておりますが、

ご覧いただきますでしょうか。これにつきましては、昨年の６月１８日に地方自治

法の一部を改正する法律が公布されまして、議会は会議規則の定めるところにより

議案の審査、または議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を設けること

ができるものとすること。という議会活動の範囲の明確化が示されました。これに

伴いまして、今お手元にですね県下１２市町の調査集計表をお配りしております。

この中で例えば宇部市さん２０年の９月２５日に議決済みでございます。美祢市と

してなかなか規定ができなかったというのがですね費用弁償の支給、この欄でござ

います。先程来、費用弁償につきまして、ご協議をいただきまして、費用弁償につ

きまして支給なしのご意見が大部分であったということに伴いまして、今後その例

えば全員協議会なり、会派代表者会議これをですね正式な会議の場として会議規則

の一部改正という形になろうかと思います。この詳しいことにつきましては、９月

の２５日に全員協議会がございますのでその場でですねきちっとして説明したいと

思いますが、あらかじめ議運の皆さんにご報告いたしておきます。以上でございま

す。 

○委員長（大中 宏君） おわかりいただきました。費用弁償の支給はないというこ

とでいろんな保障問題とかなんとかいろんな問題がでてきますので、それをきちん

と規定を設けて整備したいと。しなければいけないということです。これはもう費

用弁償しないということでここで大多数の意見でそういうになりましたので、こう

いうふうにしなければ、先程言いましたような問題がでてきますので、そういうふ

うなきちんといわゆる規定を整備するということです。そのほかございませんか。

ないようでしたらこれで今回の委員会は終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

    午前１１時４０分閉会 
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